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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の半導体デバイスのそれぞれに対して共通のアドレスを指定し、共通情報あるいは
個別情報の書込みを行う半導体試験装置であって、
　前記複数の半導体デバイスのそれぞれに共通する前記共通情報に対応する共通パターン
波形を生成する第１の波形生成手段と、
　前記複数の半導体デバイスのそれぞれに対応して個別に用意された複数の前記個別情報
に対応する個別パターン波形を生成する複数の第２の波形生成手段と、
　前記複数の半導体デバイスのそれぞれに、前記第１の波形生成手段によって生成された
前記共通パターン波形を共通に入力する動作と、前記複数の第２の波形生成手段のそれぞ
れによって生成された前記個別パターン波形を個別に入力する動作とを選択的に行う波形
切替手段と、
　を備えることを特徴とする半導体試験装置。
【請求項２】
　前記共通パターン波形あるいは前記個別パターン波形に対応して前記半導体デバイスか
ら出力される出力波形に基づいて、前記半導体デバイス内の試験対象箇所のパス／フェイ
ル判定を行うパス／フェイル判定手段と、
　前記パス／フェイル判定手段による判定結果を格納するフェイルメモリと、
　をさらに備えることを特徴とする請求項１記載の半導体試験装置。
【請求項３】
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　前記フェイルメモリは、パス／フェイル判定手段による判定結果を格納する第１の格納
領域と、前記個別情報を格納する第２の格納領域とを有しており、
　前記第２の波形生成手段は、前記第２の格納領域に格納されている前記個別情報を読み
出して前記個別パターン波形を生成することを特徴とする請求項２記載の半導体試験装置
。
【請求項４】
　前記第２の波形生成手段と同一パッケージ内に設けられて、前記個別情報を格納するメ
モリをさらに備え、
　前記第２の波形生成手段は、前記メモリに格納されている前記個別情報を読み出して前
記個別パターン波形を生成することを特徴とする請求項１記載の半導体試験装置。
【請求項５】
　前記第１の波形生成手段あるいは前記第２の波形生成手段の後段に設けられ、前記共通
パターン波形あるいは前記個別パターン波形が入力されて、前記半導体デバイスの通常動
作時に入力する信号レベルの駆動動作と、前記半導体デバイス内に備わったヒューズを切
断するための高電圧大電流の駆動動作とを選択的に行う駆動手段をさらに備えることを特
徴とする請求項１記載の半導体試験装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、複数の半導体デバイスに対して同時に試験を行う半導体試験装置に関する。
【０００２】
【従来の技術および発明が解決しようとする課題】
　従来から、出荷前のロジックＩＣや半導体メモリ等の半導体デバイスに対して各種の試
験を行うものとして、半導体試験装置が知られている。例えば、半導体メモリに対して試
験を行う一般的な半導体試験装置は、多数個同時測定機能を有しており、複数個の半導体
デバイスの同一ピンに対して、同一の試験データパターン波形を入力して試験を行うこと
ができるようになっている。この多数個同時測定機能を備えることにより、小規模のリソ
ースで多数個の半導体メモリに対する測定が可能になるため、装置規模が極端に大きくな
らず、しかも、コストの低減が可能になる。
【０００３】
　ところが、最近では、各デバイス毎に異なるＩＤ情報（個別情報）を持たせて情報識別
を行うフラッシュメモリ等の半導体デバイスが市場に出回っている。このような半導体デ
バイスの試験を行う場合には、各半導体デバイス毎に個別情報（個別パターン）を入力す
る必要があるため、上述した多数個同時測定機能を用いて複数個の半導体デバイスに対し
て同時に試験を行うことができなかった。このため、多数個同時測定機能を有する半導体
試験装置を用いて試験を行う場合であっても、セットした複数個の半導体デバイスのそれ
ぞれについて、独立した個別情報（個別パターン波形）を生成して入力する必要があり、
試験に要する時間がかかるという問題があった。
【０００４】
　また、半導体メモリの一部（例えば一部のダイナミックＲＡＭ）には、試験によって検
出された不良セルを救済するために予備セルを備え、この不良セルから予備セルへ切り替
えるリペア動作を高電圧波形の印加によって行うものがある。この高電圧波形の印加に際
して、不良セルと予備セルとを切り替えるリペアラインを特定するアドレス等を個別情報
として入力する必要があるため、上述したフラッシュメモリ等の試験を行う場合と同様に
、複数個の半導体メモリに対して不良セルの救済動作を同時に行うことはできず、救済動
作に時間がかかるという問題があった。また、従来、このような救済動作は専用のリペア
装置を用いて行われており、不良セルが検出された半導体メモリを半導体試験装置からリ
ペア装置に移し替える作業が必要になるため、救済動作に要する時間はさらに長くなる。
【０００５】
　本発明は、このような点に鑑みて創作されたものであり、その目的は、複数個の半導体
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デバイスに対して試験や救済を行う時間を短縮することができる半導体試験装置を提供す
ることにある。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　本発明の半導体試験装置は、複数の半導体デバイスのそれぞれに対して共通のアドレス
を指定し、共通情報あるいは個別情報の書込みを行う半導体試験装置であって、複数の半
導体デバイスのそれぞれに共通する共通情報に対応する共通パターン波形を生成する第１
の波形生成手段と、複数の半導体デバイスのそれぞれに対応して個別に用意された複数の
個別情報に対応する個別パターン波形を生成する複数の第２の波形生成手段と、複数の半
導体デバイスのそれぞれに、第１の波形生成手段によって生成された共通パターン波形を
共通に入力する動作と、複数の第２の波形生成手段のそれぞれによって生成された個別パ
ターン波形を個別に入力する動作とを選択的に行う波形切替手段とを備えている。これに
より、複数の半導体デバイスのそれぞれに対して、互いに異なる複数の個別情報を生成し
て入力する動作を並行して行うことができるため、別々の個別情報の入力が必要な場合の
試験に要する時間を短縮することができる。
【０００７】
　また、上述した共通パターン波形あるいは個別パターン波形に対応して半導体デバイス
から出力される出力波形に基づいて、半導体デバイス内の試験対象箇所のパス／フェイル
判定を行うパス／フェイル判定手段と、パス／フェイル判定手段による判定結果を格納す
るフェイルメモリとをさらに備えることが望ましい。これにより、半導体デバイスに対し
て共通パターン波形および個別パターン波形を任意のタイミングで切り替えながら、半導
体デバイスの各部のパス／フェイル判定を行うことが可能になる。
【０００８】
　また、上述したフェイルメモリは、パス／フェイル判定手段による判定結果を格納する
第１の格納領域と、個別情報を格納する第２の格納領域とを有するとともに、上述した第
２の波形生成手段によって、第２の格納領域に格納されている個別情報を読み出して個別
パターン波形を生成することが望ましい。フェイルメモリ内に個別情報を格納することに
より、フェイルメモリを接続するために用いられているデータバス等の配線を、個別情報
の読み出し用に用いることができるため、配線の簡略化が可能になる。
【０００９】
　また、上述した第２の波形生成手段と同一パッケージ内に設けられて個別情報を格納す
るメモリをさらに備える場合に、第２の波形生成手段は、メモリに格納されている個別情
報を読み出して個別パターン波形を生成することが望ましい。同一パッケージ内に設けら
れたメモリを用いる場合には、パッケージの外部で引き回す配線が不要になるため、配線
の簡略化が可能になる。また、不要な配線がなくなるため、タイミングのズレ等が発生し
にくくなり、個別情報の読み出しを高速に行うことができるようになる。
【００１０】
　また、上述した第１の波形生成手段あるいは第２の波形生成手段の後段に設けられ、共
通パターン波形あるいは個別パターン波形が入力されて、半導体デバイスの通常動作時に
入力する信号レベルの駆動動作と、半導体デバイス内に備わったヒューズを切断するため
の高電圧大電流の駆動動作とを選択的に行う駆動手段をさらに備えることが望ましい。こ
れにより、半導体デバイス内に備わったヒューズを電気的に切断することが可能になる。
例えば、このヒューズを用いてリペアラインを切り替えて、半導体デバイス内の不良セル
を正常セルに切り替える救済動作が可能になる。
【００１１】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明を適用した半導体試験試験装置について、図面を参照しながら説明する。
【００１２】
　図１は、本実施形態の半導体試験装置の構成を示す図である。図１に示す半導体試験装
置は、複数のＤＵＴ（Device Under Test）９に対する試験を並行して行うとともに、こ
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れら複数のＤＵＴ９に対する救済動作を並行して行う。このために、本実施形態の半導体
試験装置は、ＡＬＰＧ（アルゴリズミック・パターン・ジェネレータ）１、ＰＤＳ（パタ
ーンデータ・セレクタ）２、ＡＦＭ（アドレス・フェイル・メモリ）３、ドライバピン処
理部４、ＩＯピン処理部５、ドライバチャネル６、ＩＯチャネル７を含んで構成されてい
る。なお、ＤＵＴ９としては、半導体メモリやロジックＩＣ等の半導体デバイスを広く含
んでいるが、以下の説明では、主に半導体メモリを試験対象としている。
【００１３】
　ＡＬＰＧ１は、試験や救済動作を行うためにＤＵＴ９のドライバピンやＩＯピンに入力
するパターンデータ（ＰＡＴ）を生成する。ＰＤＳ２は、ＡＬＰＧ１から出力される各種
のパターンデータと、これらのデータが入力されるＤＵＴ９の各ピンとを対応させる。Ａ
ＦＭ３は、ＤＵＴ９に対する試験によって得られたフェイル情報をＤＵＴ９のセル単位で
記憶する。具体的には、ＤＵＴ９のいずれかの論理アドレスＸ，Ｙに対応する記憶セルの
パス、フェイルを試験した結果が、ＡＦＭ３のアドレスＸ，Ｙで特定される領域に格納さ
れる。
【００１４】
　ドライバピン処理部４は、ＤＵＴ９のドライバピンに入力するデータを生成するために
、ＴＧ／メインＦＣ（タイミング生成／メイン・フォーマットコントロール）部４０、メ
モリ４４、セレクタ（Ｓ）４７、サブＦＣ（フォーマットコントロール）部４８を含んで
構成されている。ここで、「ドライバピン」とは、アドレスピンや各種のコントロールピ
ンのようにパターン波形の入力のみを行うピンである。
【００１５】
　ＴＧ／メインＦＣ部４０は、試験動作の基本周期内に含まれる各種のタイミングエッジ
を生成するタイミングジェネレータとしての機能と、このタイミングエッジとＰＤＳ２か
ら出力されるパターンデータとに基づいて、ＤＵＴ９に入力する実際のデータ（共通パタ
ーン波形）を生成する。このデータは、後段に設けられたアンド回路４１の一方の入力端
子に入力される。アンド回路４１の他方の入力端子には個別書き込みモード信号（ｍｏｄ
ｅ）が反転入力されている。「個別書き込みモード」とは、同時測定の対象となる複数の
ＤＵＴ９のそれぞれに対して、並行して個別情報を書き込む動作モードである。個別書き
込みモードの指定は、例えば上述したＡＬＰＧ１によってこの個別書き込みモード信号を
ハイレベルに設定することにより行われる。アンド回路４１の他方の入力端子にはこのハ
イレベルの個別書き込みモード信号が反転入力されるため、結局、個別書き込みモードが
指定されたときにはＴＧ／メインＦＣ部４０の出力データがアンド回路４１で遮断される
。なお、このモード信号は、ＡＬＰＧ１によって制御可能な信号であって、このモード信
号を用いることにより、共通パターン波形と個別書き込みパターン波形とをリアルタイム
で切り替えることが可能になる。
【００１６】
　メモリ４４は、任意のパターンデータを格納する。例えば、ドライバピン処理部４は、
ＡＳＩＣ（Application Specific Integrated Circuit）によって構成されている。この
メモリ４４からのパターンデータの読み出しは、アドレス・ポインタ・コントローラ（Ｃ
ＯＮＴ）４５の制御によって行われる。セレクタ４７は、メモリ４４から入力されるデー
タと、ＩＯピン処理部５から入力されるデータのいずれかを選択して、サブＦＣ部４８に
入力する。ＩＯピン処理部５から出力されてセレクタ４７に入力されるデータの内容につ
いては後述する。
【００１７】
　サブＦＣ部４８は、セレクタ４７から入力されるデータに基づいて、個別書き込みモー
ドにおいて各ＤＵＴ９に入力する実際のデータ（個別パターン波形）を生成する。このサ
ブＦＣ部４８の出力データは、個別書き込みモード信号（ｍｏｄｅ）が一方端に入力され
たアンド回路１４１の他方端に入力されており、個別書き込みモード信号がハイレベルの
ときに、後段のオア回路４２に入力される。なお、上述したＴＧ／メインＦＣ部４０にお
いて保持された波形情報の数に比べて、サブＦＣ部４８において保持されている波形情報
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（多数個同時測定機能に必要な波形情報のみが含まれる）の数は少なく設定されている。
このため、サブＦＣ部４８は、個別書き込みモードにおいて必要となる最小限の波形情報
のみが保持されている簡易波形整形器を用いることができる。また、各サブＦＣ部４８に
は、ＴＧ／メインＦＣ部４０が有するタイミングジェネレータの機能が個別に備わってい
るものとする。
【００１８】
　オア回路４２は、ＴＧ／メインＦＣ部４０によって生成されてアンド回路４１を介して
入力されたデータ、あるいはサブＦＣ部４８によって生成されてアンド回路１４１を介し
て入力されたデータを出力する。このオア回路４２の出力データは、ドライバチャネル６
に印加するデータパターンを生成するフリップフロップ４３を通して、ドライバチャネル
６に向けて出力される。
【００１９】
　なお、上述したドライバピン処理部４の内部構成は、ＴＧ／メインＦＣ部４０およびア
ンド回路４１が複数のＤＵＴ９に対して共通に設けられており、それ以外のサブＦＣ部４
８やメモリ４４等が複数のＤＵＴ９のそれぞれに対応して個別に設けられている。また、
各ＤＵＴ９の複数本のドライバピンのそれぞれに対応して、ドライバピン処理部４が個別
に設けられている。
【００２０】
　ＩＯピン処理部５は、ＤＵＴ９のＩＯピンに入力するデータを生成するとともにこれら
のＩＯピンから出力されるデータのパス、フェイル判定を行うために、ＴＧ／メインＦＣ
部５０、メモリ５４、セレクタ（Ｓ）５７、サブＦＣ部５８、論理比較器５９を含んで構
成されている。ここで、「ＩＯピン」とは、データピンのようにパターン波形の入力と出
力を行うピンである。
【００２１】
　論理比較器５９は、ＤＵＴ９のＩＯピンから出力されるデータと所定の期待値データと
を比較し、一致の場合にはパス判定を、不一致の場合にはフェイル判定を行う。この判定
結果は、ＡＦＭ３に格納される。なお、論理比較器５９以外の構成については、ドライバ
ピン処理部４に含まれる各構成と同じであり、詳細な説明は省略する。また、ＩＯピン処
理部５の内部構成は、ＴＧ／メインＦＣ部５０およびアンド回路５１が複数のＤＵＴ９に
対して共通に設けられており、それ以外のサブＦＣ部５８、メモリ５４、論理比較器５９
等が複数のＤＵＴ９のそれぞれに対応して個別に設けられている。また、各ＤＵＴ９の複
数本のＩＯピンのそれぞれに対応して、ＩＯピン処理部５が個別に設けられている。
【００２２】
　ドライバチャネル６は、ＤＵＴ９のドライバピンに入力する実際のパターン波形を生成
する。ドライバチャネル６によって生成されるパターン波形には、ＤＵＴ９の試験を行う
ために用いられる通常電圧レベルの波形（以後、この波形を「通常波形」と称する）と、
救済動作において記憶セルを切り替えるためにヒューズの切断を行う高電圧で大電流の波
形（以後、この波形を「高電圧波形」と称する）の２種類がある。これら２種類の波形を
生成するために、ドライバチャネル６は、ドライバ６０、２ブランチドライバ６１、ＨＣ
（ハイカレント）ドライバ６３、６４、スイッチ６５～６８を含んで構成されている。ス
イッチ６６、６７をオンし、スイッチ６５、６８をオフすることにより、ドライバ６０と
２ブランチドライバ６１とを組み合わせることにより生成される通常波形が出力される。
反対に、スイッチ６６、６７をオフし、スイッチ６５、６８をオンすることにより、上述
した組合せにさらにＨＣドライバ６３、６４を組み合わせて生成される高電圧波形が出力
される。
【００２３】
　ＩＯチャネル７は、ＤＵＴ９のＩＯピンに印加する実際のパターン波形を生成するとと
もに、ＩＯピンから実際に出力される波形を論理データに変換する。このために、ＩＯチ
ャネル７は、ドライバ（ＤＲ）７０とコンパレータ（ＣＰ）７１を有する。ドライバ７０
は、対応するＩＯピン処理部５内のフリップフロップ５３に入力されたデータに基づいて
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通常波形を生成する。コンパレータ７１は、ＤＵＴ９のＩＯピン（ＤＱ）に現れる波形の
電圧と所定の基準電圧とを比較することにより、論理データの値を決定する。
【００２４】
　上述したＴＧ／メインＦＣ部４０、５０が第１の波形生成手段に、サブＦＣ部４８、５
８が第２の波形生成手段に、アンド回路４１、５１、１４１、１５１、オア回路４２、５
２が波形切替手段にそれぞれ対応する。論理比較器５９がパス／フェイル判定手段に、Ａ
ＦＭ３がフェイルメモリに、ドライバチャネル６が駆動手段にそれぞれ対応する。
【００２５】
　本実施形態の半導体試験装置はこのような構成を有しており、ＤＵＴ９に対する試験動
作と救済動作について説明する。
【００２６】
　（１）試験動作
　（１－１）複数のＤＵＴ９に対して同じデータを書き込む場合
　ＡＬＰＧ１から出力されたパターンデータは、このパターンデータの入力対象となるＩ
Ｏピンあるいはドライバピンに対応するＩＯピン処理部５あるいはドライバピン処理部４
にＰＤＳ２によって振り分けられる。なお、ＩＯピンあるいはドライバピンに入力するデ
ータの生成動作は基本的に同じであるため、以下では、ＩＯピン処理部５に着目して動作
を説明する。
【００２７】
　ＩＯピン処理部５では、ＴＧ／メインＦＣ部５０は、入力されたパターンデータに基づ
いて、実際の入力タイミングに合わせた試験データを作成する。このとき、個別書き込み
モード信号はローレベルを維持しているので、アンド回路５１からは、一方の入力端子に
入力されたＴＧ／メインＦＣ部５０の出力データがそのまま出力される。このアンド回路
５１の出力端子は、複数のＤＵＴ９のそれぞれに対応して設けられたオア回路５２の一方
の入力端子に分岐して接続されている。したがって、ＴＧ／メインＦＣ部５０から出力さ
れた共通のデータが複数のオア回路５２に同時に入力され、フリップフロップ５３に入力
される。
【００２８】
　ＩＯチャネル７では、ドライバ７０は、ＩＯピン処理部５内のフリップフロップ５３に
入力されたデータに基づいて通常波形を生成する。この通常波形は、対応するＩＯピン（
ＤＱ）に入力される。
【００２９】
　また、ドライバチャネル６では、通常波形を生成するためにスイッチ６６、６７がオン
状態になっており、ドライバピン処理部４内のフリップフロップ４３に入力されたデータ
に基づいて通常波形を生成する。この通常波形は、対応するドライバピンに入力される。
【００３０】
　このようにして、ＩＯピン処理部５およびＩＯチャネル７によって生成された通常波形
がＩＯピンに入力されるとともに、ドライバピン処理部４およびドライバチャネル６によ
って生成された通常波形がドライバピンに入力された後、いずれかのＩＯピンからこれら
の通常波形に対応した波形が出力される。このＩＯピンに対応するＩＯチャネル７では、
コンパレータ７１は、このＩＯピンから出力される波形の電圧と所定の基準電圧を比較し
て論理データを生成する。さらに、このＩＯピンに対応するＩＯドライバ処理部５では、
論理比較器５９において、ＩＯチャネル７内のコンパレータ７１から入力されたデータを
用いたパス／フェイル判定を行う。この判定結果は、ＡＦＭ３に格納される。
【００３１】
　（１－２）複数のＤＵＴ９のそれぞれに個別情報を書き込む場合（その１）
　ＡＬＰＧ１の動作に同期した個別書き込みモードパターンがＡＬＰＧ１によって生成さ
れ、ハイレベルの個別書き込みモード信号が出力されると、アンド回路５１、４１におい
て、ＴＧ／メインＦＣ部５０、４０の出力データがマスクされ、代わりにＡＦＭ３に格納
された個別パターンを用いた個別書き込み動作が開始される。
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【００３２】
　ＡＦＭ３を用いた個別書き込み動作では、ＡＦＭ３に格納されている各ＤＵＴ９の各Ｉ
Ｏピンに対応したパターンデータが読み出され、セレクタ５７を介してサブＦＣ部５８に
入力される。サブＦＣ部５８は、入力されたパターンデータに基づいて、実際の入力タイ
ミングに合わせた各ＤＵＴ９毎の個別情報に対応した試験データを作成する。この試験デ
ータは、オア回路５２を介してフリップフロップ５３に入力される。ＩＯチャネル７では
、ドライバ７０は、ＩＯピン処理部５内のフリップフロップ５３に入力されたデータに基
づいて通常波形を生成する。個別書き込みモードにおいては、ＤＵＴ９毎に異なる通常波
形が生成されて、対応するＤＵＴ９のＩＯピン（ＤＱ）に入力される。
【００３３】
　一方、ＡＦＭ３に格納されている各ＤＵＴ９の各ドライバピンに対応したパターンデー
タは、ＩＯピン処理部５内のアンド回路５６を介してドライバピン処理部４に入力され、
さらにセレクタ４７を介してサブＦＣ部４８に入力される。サブＦＣ部４８は、入力され
たパターンデータに基づいて、実際の入力タイミングに合わせた各ＤＵＴ９毎の個別情報
に対応した試験データを作成する。この試験データは、オア回路４２を介してフリップフ
ロップ４３に入力される。ドライバチャネル６では、通常波形を生成するためにスイッチ
６６、６７がオン状態になっており、ドライバピン処理部４内のフリップフロップ４３に
入力されたデータに基づいて通常波形を生成する。個別書き込みモードにおいては、ＤＵ
Ｔ９毎に異なる通常波形が生成されて、対応するＤＵＴ９のドライバピンに入力される。
【００３４】
　このようにして、ＤＵＴ９毎に異なる個別の波形データがＩＯピンあるいはドライバピ
ンに入力され、対応する各ＤＵＴ９のＩＯピンから対応する波形が出力されると、ＩＯチ
ャネル７内のコンパレータ７１は、このＩＯピンから出力される波形の電圧と所定の基準
電圧を比較して論理データを生成する。さらに、このＩＯピンに対応するＩＯドライバ処
理部５では、論理比較器５９において、ＩＯチャネル７内のコンパレータ７１から入力さ
れたデータを用いたパス／フェイル判定を行う。この判定結果は、ＡＦＭ３もしくはメモ
リ５４に格納される。
【００３５】
　（１－３）複数のＤＵＴ９のそれぞれに個別情報を書き込む場合（その２）
　個別書き込みモードが指定され、個別書き込みモード信号（ｍｏｄｅ）と所定の切り替
え信号（ｓｅｌ）が出力されると、アンド回路５１、４１において、ＴＧ／メインＦＣ部
５０、４０の出力データがマスクされ、代わりにメモリ５４、４４に格納された個別パタ
ーンを用いた個別書き込み動作が開始される。
【００３６】
　メモリ５４を用いた個別書き込み動作では、メモリ５４に格納されている各ＤＵＴ９の
各ＩＯピンに対応したパターンデータが読み出され、セレクタ５７を介してサブＦＣ部５
８に入力される。サブＦＣ部５８は、入力されたパターンデータに基づいて、実際の入力
タイミングに合わせた各ＤＵＴ９毎の個別情報に対応した試験データを作成する。そして
、オア回路５２を介してフリップフロップ５３に入力されたデータに基づいて通常波形が
生成される。ＩＯチャネル７では、ドライバ７０は、ＩＯピン処理部５内のフリップフロ
ップ５３に入力されたデータに基づいて通常波形を生成する。個別書き込みモードにおい
ては、ＤＵＴ９毎に異なる通常波形が生成されて、対応するＤＵＴ９のＩＯピン（ＤＱ）
に入力される。
【００３７】
　一方、メモリ４４を用いた個別書き込み動作では、メモリ４４に格納されている各ＤＵ
Ｔ９の各ドライバピンに対応したパターンデータが読み出され、セレクタ４７を介してサ
ブＦＣ部４８に入力される。サブＦＣ部４８は、入力されたパターンデータに基づいて、
実際の入力タイミングに合わせた各ＤＵＴ９毎の個別情報に対応した試験データを作成す
る。この試験データは、オア回路４２を介してフリップフロップ４３に入力される。ドラ
イバチャネル６では、通常波形を生成するためにスイッチ６６、６７がオン状態になって
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おり、ドライバピン処理部４内のフリップフロップ４３に入力されたデータに基づいて通
常波形を生成する。個別書き込みモードにおいては、ＤＵＴ９毎に異なる通常波形が生成
されて、対応するＤＵＴ９のドライバピンに入力される。
【００３８】
　図２は、必要に応じて個別書き込み動作が行われる試験動作の具体例を示すタイミング
図であり、一例としてフラッシュメモリを試験する場合のタイミングが示されている。
【００３９】
　図２に示すように、フラッシュメモリを試験する場合には、まず、特定のアドレスに「
コマンド」に対応する共通データ（プログラム）が入力される。この入力動作は、ＡＬＰ
Ｇ１に格納されたパターンデータに基づいて、ドライバピン処理部４によって共通のデー
タを生成することにより行われる。
【００４０】
　次に、特定のアドレス０に個別情報としてのデータを入力する必要がある。このデータ
は、それぞれのフラッシュメモリ毎に異なる内容が設定されている。例えば、ＤＵＴ＃ａ
に対応してデータａが、ＤＵＴ＃ｂに対応してデータｂが、…、ＤＵＴ＃ｎに対応してデ
ータｎがそれぞれ設定される。具体的には、特定のアドレス０についての入力動作は、Ａ
ＬＰＧ１に格納されたパターンデータに基づいて、ドライバピン処理部４内のＴＧ／メイ
ンＦＣ部４０によって共通のデータを生成することにより行われる。また、データａ等の
個別情報の入力動作は、ＡＦＭ３あるいはメモリ５４に格納された個別情報に基づいて、
ＩＯピン処理部５内のサブＦＣ部５８によって個別のデータを生成することにより行われ
る。
【００４１】
　このようにして、共通のコマンドと個別のデータが入力されると、ＤＵＴ９（ＤＵＴ＃
ａ～＃ｎ）のそれぞれにおいてプログラミングが実行された後、各ＤＵＴ９の特定のＩＯ
ピンからプログラミング結果がポーリングの形式で出力される。このプログラミング結果
は、ＩＯチャネル７内のコンパレータ７１に入力され、さらにＩＯピン処理部５内の論理
比較器５９においてパス／フェイル判定が行われる。
【００４２】
　図３は、個別書き込みモードの変更タイミングを示す図である。図３において、「ＰＧ
パターン」はＡＬＰＧ１を用いて生成されるパターンデータを、「ＦＭパターン」はＡＦ
Ｍ３から読み出される個別情報としてのパターンデータをそれぞれ示している。また、「
ＡＦＭアドレス」はＡＦＭ３の特定領域に格納されている個別情報としてのパターンデー
タを読み出すために指定するアドレスであり、例えばテスタプロセッサによって指定され
る。「ＡＦＭ格納データ」はＡＦＭアドレスで指定されたＡＦＭ３の特定領域に格納され
たデータである。「ＲＡＴＥ」は、試験動作を行う基本周期である。
【００４３】
　図３に示すように、試験途中で個別書き込みモード信号をローレベルからハイレベルに
切り替えることにより、ＡＬＰＧ１を用いた試験動作からＡＦＭ３（あるいはメモリ４４
、５４）を用いた個別書き込みモードの試験動作に任意のタイミングで変更することがで
きる。また、その後必要に応じて個別書き込みモード信号をハイレベルからローレベルに
戻すことにより、ＡＬＰＧ１を用いた試験動作に戻すことができる。特に、個別書き込み
モード信号の内容と切り替えタイミングをＡＬＰＧ１によって生成されるパターンデータ
によって指定する場合には、一連の試験動作において必要なタイミングで個別書き込みモ
ードに切り替えたり、反対に元の通常モードに戻したりすることができ、切り替えタイミ
ングの複雑な制御が不要となる。
【００４４】
　（２）救済動作
　救済動作においては、特定のドライバピンに高電圧波形を入力するとともに、特定のＩ
Ｏピンに救済箇所を示すデータを個別情報として入力する必要がある。すなわち、特定の
ＩＯピンに対して個別情報を入力する動作は、上述した試験動作における個別書き込みモ
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ードの動作と同じである。また、特定のドライバピンに対して高電圧波形を入力する動作
も、高電圧波形の電圧および電流が通常波形の電圧および電流と異なる点を除けば、上述
した試験動作における個別書き込みモードの動作と同じである。
【００４５】
　したがって、救済動作時のＩＯピン処理部５とドライバピン処理部４の各部の設定等は
、基本的に上述した試験動作における個別書き込みモード時のこれらの設定と同じであり
、各ＤＵＴ９の救済箇所を示す個別のデータがＩＯピン処理部５によって生成され、ＩＯ
チャネル７から各ＤＵＴ９のＩＯピンに入力される。また、救済対象となるＤＵＴ９に対
しては特定のドライバピンに高電圧波形を入力する必要があり、救済対象となるか否かを
示す個別情報がこのドライバピンに対応する各ドライバピン処理部４によって生成され、
ドライバチャネル６に入力される。ドライバチャネル６では、高電圧波形を生成するため
にスイッチ６５、６８がオン状態になっており、ドライバピン処理部４から出力されるデ
ータに基づいて高電圧波形を生成する。この高電圧波形は、救済動作を行う特定のドライ
バピンに入力される。
【００４６】
　図４は、救済動作の具体例を示すタイミング図である。図４において、「ＤＱ１～ＤＱ
９」は救済動作においてリペアラインを特定するために必要な複数のＩＯピンを、「ＤＲ
１」は高電圧波形の入力対象となっているドライバピンをそれぞれ示している。また、「
ＨＣサイクル」は実際に高電圧波形をドライバピンに入力するタイミングを示している。
【００４７】
　図４に示すように、不良セルを含むＤＵＴ９を救済する場合には、まず、複数のＤＵＴ
９のそれぞれの特定のＩＯピン（ＤＱ１～ＤＱ９）に対して、個別の通常波形が入力され
る。この通常波形の入力動作は、ＡＭＦ３あるいはメモリ５４に格納された個別情報に基
づいて行われる。次に、複数のＤＵＴ９のそれぞれの特定のドライバピン（ＤＲ１）に対
して、ＨＣサイクルにおいて高電圧波形が入力される。
【００４８】
　このように、本実施形態の半導体試験装置では、複数のＤＵＴ９のそれぞれに対して、
互いに異なる複数の個別情報を生成して入力する動作を並行して行うことができるため、
別々の個別情報の入力が必要な場合の試験に要する時間を短縮することができる。
【００４９】
　また、ＴＧ／メインＦＣ部４０、５０において選択可能な波形の種類よりも、サブＦＣ
部４８、５８において選択可能な波形の種類を少なく設定することにより、装置規模が拡
大することを最小限に抑えることができる。
【００５０】
　また、ＡＦＭ３内に個別情報を格納することにより、ＡＦＭ３とＩＯピン処理部５との
間を接続するために用いられている高速データ信号等の配線を、個別情報の読み出し用に
用いることができるため、配線の大幅な簡略化が可能になる。
【００５１】
　また、ＩＯピン処理部５やドライバピン処理部４内に個別情報を格納するメモリ５４、
４４を備えているため、ＡＳＩＣのパッケージの外部で引き回す配線が不要になり、配線
の簡略化が可能になる。また、不要な配線がなくなるため、タイミングのズレ等が発生し
にくくなり、個別情報の読み出しを高速に行うことができるようになる。
【００５２】
　また、ドライバチャネル６を備えることにより、ＤＵＴ９に入力する通常波形と高電圧
波形を切り替えることができるため、ＤＵＴ９内に備わったヒューズを電気的に切断する
ことが可能になる。したがって、別に設定されたリペア装置に移し替えて救済動作を行う
手間を低減することができ、救済動作全体の時間の短縮が可能になる。
【００５３】
　なお、本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨の範囲内で
種々の変形実施が可能である。例えば、上述した実施形態では、ＤＵＴ９として主に半導
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体メモリを考えて説明を行ったが、ロジックＩＣであっても複数個同時に試験を行う場合
には本発明を適用することができる。
【００５４】
　また、上述した実施形態では、ＴＧ／メインＦＣ部４０、５０とは別にこれらの機能の
一部を省略したサブＦＣ部４８、５８を備えるようにしたが、装置規模の拡大が許容され
る場合には、サブＦＣ部４８、５８の代わりに同数のＴＧ／メインＦＣ部を備えるように
してもよい。この場合には、図１に含まれるＴＧ／メインＦＣ部４０、５０とアンド回路
４１、５１を省略するとともに、セレクタ４７、５７に３番目の入力端子を追加して、Ａ
ＬＰＧ１から入力されるパターンデータをセレクタ４７、５７を介して、新たに設けられ
た各ＴＧ／メインＦＣ部に入力する。
【００５５】
　（産業上の利用可能性）
　上述したようにこの発明によれば、複数の半導体デバイスのそれぞれに対して、互いに
異なる複数の個別情報を生成して入力する動作を並行して行うことができるため、別々の
個別情報の入力が必要な場合の試験に要する時間を短縮することができる。
【００５６】
【図面の簡単な説明】
【図１】　一実施形態の半導体試験装置の構成を示す図である。
【図２】　必要に応じて個別書き込み動作が行われる試験動作の具体例を示すタイミング
図である。
【図３】　個別書き込みモードの変更タイミングを示す図である。
【図４】　救済動作の具体例を示すタイミング図である。

【図１】 【図２】
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